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令和８年第４回教育委員会会議録 

開 催 日 時 令和８年４月２７日（月） 午後１時３０分から午後２時２０分まで 

開 催 場 所 深川市役所 第一委員会室 

出 席 委 員 

 

教 育 長 

委 員 

委 員 

委 員 

三 浦 浩 二 

宮 田 嘉 明 

轡 田 光 章 

倉 本 茂 子 

 傍聴者の人数 

 

傍聴 ０ 人 

欠 席 委 員 委 員 阿 部 み ど り  

出 席 職 員 学務課     

  課  長 佐 藤 之 彦   

  主  幹 野 坂 久 美 子   

  管理係主査 澤 田 小 由 美   

  管理係主事補 富 樫 彩   

 生涯学習スポーツ課     

  課長補佐 原 田 晋 吾   

 

（開会）午後１時３０分 

 

 

○三浦教育長 

ただいまから令和８年第４回深川市教育委員会定例会を開会いたします。 

議事日程２．会議録署名委員の指名を行います。 

会議録署名委員には、会議規則第５条第１項第２号の規定により、宮田委員を指

名します。 

次に、本日の会議の議案で非公開とする案件について発議します。 

審議事項 議案第２６号「令和８年度深川市特別支援教育推進委員会委員の解

嘱・委嘱について」ないし議案第２８号「深川市公民館長及び公民館主事の任命に

ついて」及び議案第３０号「深川市青少年指導委員の解嘱・委嘱について」は、会

議規則第１４条第１項 第３号に規定する「附属機関の委員の任免又は委嘱に関す

る事項」であること、また、議案第２９号「令和８年度深川市奨学生の選定につい

て」は、会議規則 第１４条 第１項 第１号に規定する「会議を公開することによ

り個人又は団体の権利利益を害するおそれのある事項 」であること、また、議案

第３１号「深川市会計年度任用職員の任命について」は、会議規則 第１４条 第１

項 第２号に規定する「任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に関する事項 」

であることから当該６件については非公開にしたいと思いますが、異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三浦教育長 

異議なしと認め、非公開とすることに決定いたします。 

議事日程３．教育長報告に入ります。前回の教育委員会会議から今回までの間に

出席した会議等について報告をいたします。 
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初めに、３月３０日に、北海道空知教育局主催の「空知管内輝く児童生徒表彰」

の授与式が深川市役所大会議室で行われました。 

この表彰は、空知管内の児童生徒を対象に、スポーツ大会や文化活動及び学習活

動において優秀な成績を収めた方を表彰するもので、この度は一已中学校１年生の

尾崎雄飛さんが全日本スノーボード選手権大会において準優勝し、プロ登録資格も

獲得したことから表彰されたものです。 

次に、４月２日に教職員辞令交付式を深川市役所大会議室において開催しました。

式には、深川市に赴任された、あるいは市内の学校間異動等も含めまして、２４人

の方が出席し、北海道教育委員会に代わりまして、私から代表者に辞令を交付いた

しました。先生方はそれぞれの学校において現在ご活躍をいただいているところで

あります。 

次に、入学式について申し上げます。４月７日に市内中学校２校の入学式が、４

月８日には市内小学校６校の入学式が、それぞれの学校で行われまして、いずれの

学校も滞りなく実施できたところであります。教育委員さんにもご出席をいただき

ましたことにお礼を申し上げます。また、西高・東高の公立高等学校の入学式も４

月８日に行われまして、私と教育部長で手分けをして参加してまいりました。 

次に、４月１０日に空知管内の教育長２４人が参加する、市町教育委員会教育長

会議が開催されました。会議では、空知教育局から令和８年度の学校経営指導訪問

や管内教育の重点などについて説明を受けたところであります。なお、空知教育局

長の異動がありまして、転入されました大槻直広さんからご挨拶があったところで

す。 

次に、４月１７日に北空知１市５町の教育長による教育長会議を開催しました。

会議では、本年度の役割分担や教職員の採用試験に係る出役などについて協議した

ところであります。次に、４月２４日に公立高等学校配置計画地域別検討協議会の

会議がオンラインで開催されました。会議では、北海道教育長から、令和８年度か

ら３か年の公立高等学校配置計画の概要や、高校の魅力化に関する事項について説

明がありました。私からは市内の公立高校に対する本市の支援などについて申し上

げるとともに、２校の存続について理解を求めたところであります。私からは以上

です。次に、事務局から報告をお願いします。 

 

〇佐藤課長 

２．教育委員会事務局業務（１）市議会報告についてはございません。 

（２）業務報告につきまして、３月２３日月曜日に、伊藤・三和特定建設共同企業

体入志別河川改修工事作業所様が３月１８日に深川市立深川中学校の駐車場の舗

装補修工事を行っていただきましたことから、地域貢献事業として市長から感謝状

を贈呈させていただきました。 

続きまして、４月３日金曜日に一已中学校１年生の鹿島小鉄さんが、令和８年４

月１９日に東京都で開催されました、マイナビ DANCE ALIVE 2026 FINALに出場す

ることとなりましたことから、鹿島小鉄さんと保護者のお二人が表敬訪問に来られ

ております。以上です。 

 

○三浦教育長 

報告は以上でございますが、ご質疑はございませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 
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○三浦教育長 

なければ、以上で教育長報告を終わります。 

議事日程４．報告事項に入ります。報告事項第３号、令和８年度深川市スクール

カウンセラーの任命について事務局から説明をお願いします。 

 

○野坂学務課主幹 

議案の１ページをご覧ください。学校における教育相談体制の充実を図るため、

児童生徒の臨床心理に関して専門的な知識と経験を有するスクールカウンセラー

を小・中学校に各１名を配置するものです。 

本年度も北海道教育委員会の「スクールカウンセラー活用事業」により、中学校

２校においては、昨年度に引き続き真島勝彦さんを派遣していただきます。小学校

６校につきましては、市費で任用する河原由紀さんに引き続きお願いするものです。 

なお、任期は本年４月１日から令和９年３月３１日までとなっており、お２人の

経歴につきましては、それぞれ備考欄に記載のとおりです。説明は以上です。 

 

○三浦教育長 

ただ今の説明について、ご質疑は、ございませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○三浦教育長 

次に、報告事項第４号、学校会計年度任用職員の任用について事務局から説明を

お願いします。 

 

○佐藤学務課長 

議案の２ページをご覧ください。本件は、道教委が会計年度任用職員として任用

するもので、本来は発令前にお諮りするべきものですが、事務処理上、３月の定例

会議に提出が困難であったため、今回報告させていただくものです。 

はじめに、深川中学校と一已中学校の時間講師については、教科の免許を有する

教員がいないことから、免許を有する時間講師を任用することで免外教員を解消す

るものです。 

次に、３行目と４行目の深川小学校及び一已中学校の「退職教員等外部人材活用

事業非常勤講師」については、退職した教員を非常勤講師として配置することで、

習熟度別少人数指導やＴＴなど、教員と連携した指導を実現するものです。 

最後に、５行目の深川小学校の教員業務支援員については、学校業務の支援を目

的として、採点業務の補助などを行うものとして任用するものです。 

なお、発令者の氏名、任期等については、それぞれ記載のとおりです。説明は以

上です。 

 

○三浦教育長 

ただ今の説明について、ご質疑は、ございませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○三浦教育長 

次に、報告事項第５号、学校運営協議会委員の解任・任命について事務局から説
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明をお願いします。 

 

○佐藤学務課長 

議案の３ページをご覧ください。深川市学校運営協議会規則に基づきまして、小

中学校８校においては、運営協議会を設置し、委員を任命しておりますが、はじめ

に、令和７年度末で任期満了となった一已小学校、納内小学校、音江小学校、多度

志小学校、深川中学校、一已中学校の学校運営協議会委員について、３ページから

５ページにかけて、各学校長から推薦のありました５４名を令和８年４月１日付で

新たに任命しましたので報告します。 

次に、各学校の人事異動に伴う委員の解任と任命について報告します。深川小学

校学校運営協議会と北新小学校学校運営協議会においてそれぞれ２名を、令和８年

３月３１日付で解任し、後任については令和８年４月１日付をもって任命しました。 

任期は、前委員の残任期間であります、本年４月１日から令和９年３月３１日ま

での１年となります。説明は以上です。 

 

○三浦教育長 

ただ今の説明について、ご質疑は、ございませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○三浦教育長 

次に、報告事項第６号、深川市社会教育委員の解嘱・委嘱について事務局から説

明をお願いします。 

 

○原田生涯学習スポーツ課長補佐 

議案の７ページをご覧ください。深川市社会教育委員設置条例第３条の規定によ

り任命している委員について、選出変更に伴い解嘱・委嘱を行うもので、深川市校

長会からの選出委員の変更により解嘱となり、新たに船越北新小学校長を委嘱した

ものであります。 

なお、任期は前任者の残任期間となり、令和９年８月３１日までとなるものです。

以上です。 

 

○三浦教育長 

ただ今の説明について、ご質疑は、ございませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

○三浦教育長 

次に、報告事項第７号、深川市会計年度任用職員の任命について事務局から説明

をお願いします。 

 

○佐藤学務課長 

議案の８ページをご覧ください。会計年度任用職員の任用につきまして、本来で

あれば審議事項として諮るべきところですが、事務手続きの関係から報告となった

ものです。 
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深川小学校の公務補が、４月から２か月間の予定で体調不良による療養が必要な

ことから、代替公務補として任用するものです。氏名と任期は表のとおりです。以

上です。 

 

○三浦教育長 

ただ今の説明について、ご質疑は、ございませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○三浦教育長 

次に、報告事項第８号、深川市青少年問題協議会委員の解任・任命について事務

局から説明をお願いします。 

 

○原田生涯学習スポーツ課長補佐 

議案の９ページをご覧ください。深川市青少年問題協議会の委員につきましては、

深川市青少年問題協議会条例第２条第２項に基づき、深川市長が任命しているもの

です。 

このたび、所属団体からの選出委員の変更に伴い、研谷靖夫納内小学校長を解任

し新たに渋谷憲一多度志小学校長を任命するものです。解任日は本年３月３１日、

任命日は４月２４日で、任期は前任者の残任期間となり、令和９年６月３０日まで

です。以上です。 

 

○三浦教育長 

ただ今の説明について、ご質疑は、ございませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○三浦教育長 

以上で、報告事項を終わります。 

議事日程５．審議事項に入ります。議案第２５号、令和８年度深川市社会教育事

業計画についてを議題とします。事務局から説明をお願いします。 

 

○原田生涯学習スポーツ課長補佐 

議案の１０ページと別冊資料について、主要な点のみご説明します。別冊資料２

ページをご覧ください。令和８年度の生涯学習スポーツ課、社会教育係の事業計画

の一覧として１６事業を記載しています。 

４ページ、新規事業の「地域企業と協力した市民講座」ですが、こちらは地域企

業等が有する人的・知的資源を活用し、市民向け講座を社会教育事業として位置づ

けるものであり、本年度は北電ネットワーク株式会社との連携事業を８月に試行的

に実施する予定としております。 

１２ページ、新規事業「ふかふかフェスティバル（仮）」は、これまで公民館等フ

ェスティバルとして実施をしてきた事業ですが、内容の類似性を踏まえて、文化総

合芸術祭との整理統合を含め、関係機関と検討を進めてまいりたいと考えています。

また、中央公民館の閉館に伴い、開催場所等についても見直す考えです。 

１８ページ、新規事業「まちなか交流施設開館記念事業」は、令和８年１１月に

開館予定のまちなか交流施設が市民に親しまれるよう、記念事業を実施し、今後の
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利用促進につなげていく趣旨の事業です。 

このほか、生涯学習出前講座や市民教養講座などについては、既存の事業を生か

しつつ、中央公民館の廃止やまちなか交流施設の管理運営に向けた体制整理を行い

ながら引き続き実施してまいります。 

１９ページからは文化・スポーツ係の事業であり、計２０事業を計画しています。 

文化分野について、３３ページ「子どもの読書活動推進事業」ですが、引き続き

家読応援ワークショップを実施するものです。 

３５ページ、新規事業「ブックセカンド事業」は、小学１年生を対象に絵本を贈

呈し、就学期以降の読書習慣の定着を図るものです。 

スポーツ分野、３７ページの「ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会」は、

今年度は７月１５日に全５戦のうち４戦として開催予定です。 

３９ページ「スポーツを核とした地域活性化プロジェクト」ですが、企業版ふる

さと納税を活用し、引き続きイベントの実施や環境整備を行っていきます。 

４１ページ、３．社会教育施設整備計画ですが、令和８年度は社会教育、スポー

ツ、文化分野において、上段に記載の計５施設の修繕・改修工事を予定しておりま

す。主なものとして、一已・音江両公民館の空調整備、温水プールの設備改修、文

化交流ホール「み・らい」の吊物機構の改修などを実施します。 

下段の建設施設ですが、中央公民館の代替施設となるまちなか交流施設について、

令和８年１１月の開館に向けて準備を進めているところです。 

あわせて、この設備施設の整備ではないため記載はありませんが、社会教育施設

の休止について説明します。まず、中央公民館の２階の雨漏りの進行により安全性

に懸念が生じたため、本年２月より使用を停止しているところです。 

また、中央公民館一已分館については、老朽化や利用実績の減少等を踏まえ、地

域の皆様と協議を重ね、本年４月から廃止を前提として休止をしているところです。 

４２ページ、４．社会教育関係団体補助金等交付一覧表です。令和８年度につい

て大きな変動はなく、周年事業の終了等に伴う減額がある一方、第５０回道民芸術

祭の開催予定に伴い、文化連盟への助成を計上するなどしているところです。 

令和８年度におきましては、既存事業を継続しつつ、新たな体制・取組の見直し

を行いながら社会教育施策を推進してまいります。説明は以上です。 

 

○三浦教育長 

それでは、ご質疑をお受けします。はい、倉本委員。 

 

○倉本委員 

  別冊資料３９ページに企業版ふるさと納税の活用とありますが、企業版のほかに

別枠はあるのでしょうか。また、寄付額はどのくらいになるのでしょうか。 

 

○三浦教育長 

  お答え願います。 

 

○原田生涯学習スポーツ課長補佐 

ふるさと納税の制度には個人版と企業版がございます。企業版につきましては、

寄付額の最大９割が法人税等から控除されるという企業にとってメリットのある

制度であり、具体的な寄付額はすぐにお答えできませんが、深川市にも信金中央金
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庫をはじめとし、いくつかの企業から毎年寄附を頂いております。個人版につきま

しては、商工労働観光課が所管となっています。 

 

○三浦教育長 

その他、ご質疑はございませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○三浦教育長 

ないようですので、本件、原案のとおり決定することに、異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三浦教育長 

異議なしと認め、原案のとおり決定いたします。次に、議案第２６号「令和８年

度深川市特別支援教育推進委員会委員の解嘱・委嘱」を議題とします。事務局から

説明をお願いします。 

 

（議事内容は、深川市教育委員会会議規則第14条第1項3号に基づき非公開） 

 

○三浦教育長 

異議なしと認め、原案のとおり決定いたします。次に、議案第２７号「深川市学

校支援地域本部事業推進会議委員の解嘱・委嘱について」を議題とします。事務局

から説明をお願いします。 

 

（議事内容は、深川市教育委員会会議規則第14条第1項3号に基づき非公開） 

 

○三浦教育長 

異議なしと認め、原案のとおり決定いたします。次に、議案第２８号「深川市公

民館長及び公民館主事の任命について」を議題とします。事務局から説明をお願い

します。 

 

（議事内容は、深川市教育委員会会議規則第14条第1項3号に基づき非公開） 

 

○三浦教育長 

異議なしと認め、原案のとおり決定いたします。次に、議案第２９号「令和８年

度深川市奨学生の選定について」を議題とします。事務局から説明をお願いします。 

 

（議事内容は、深川市教育委員会会議規則第14条第1項1号に基づき非公開） 

 

○三浦教育長 

異議なしと認め、原案のとおり決定いたします。次に、議案第３０号「深川市青

少年指導委員の委嘱について」を議題とします。事務局から説明をお願いします。 

 

（議事内容は、深川市教育委員会会議規則第14条第1項3号に基づき非公開） 
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○三浦教育長 

異議なしと認め、原案のとおり決定いたします。次に、議案第３１号「深川市会

計年度任用職員の任命について」を議題とします。事務局から説明をお願いします。 

 

（議事内容は、深川市教育委員会会議規則第14条第1項2号に基づき非公開） 

 

○三浦教育長 

異議なしと認め、原案のとおり決定いたします。次に、議案第３２号「深川市リ

バーサイドパークゴルフ場条例施行規則の一部を改正する規則について」を議題と

します。事務局から説明をお願いします。 

 

○原田生涯学習スポーツ課長補佐 

議案２２ページをご覧ください。まずはこのたびの改正の理由ですが、施行規則

第５条の条文では、「市及び市教委が共催または主催または共催する場合と、教育委

員会が特に必要と認めたときに減免できる」と定められており、その基準を別表に

記載しているところでございます。 

しかし、現在別表では、減免できる対象が団体に限定されており、個人の使用料

について減免できない構成となっています。現在の規定では、災害など管理者や使

用者の責任によらない理由によるコースの部分的な閉鎖などが生じた場合、個人使

用料の減額や免除などの対応ができないため、他の所管施設と同様の文言に改正を

しようとするものです。 

改正内容の詳細については、２３ページの新旧対照表に記載のとおり、別表のみ

の改正となっております。別表上段の「対象団体」を「対象区分」に改め、第２号

の「団体」を「もの」に改めることにより、団体及び個人の料金を減免できるよう

にするものです。そのほかは、教育委員会を委員会に略すという文言整理です。説

明は以上です。 

 

○三浦教育長 

ここで暫時休憩します。 

（午後 ２時１０分 休 憩） 

---------------------------------------- 

（午後 ２時１７分 再 開） 

 

休憩前に引き続き開議します。 

それでは、ご質疑をお受けします。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○三浦教育長 

ないようですので、本件、原案のとおり決定することに、異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三浦教育長 

異議なしと認め、原案のとおり決定いたします。以上で、審議事項を終わります。

議事日程６．その他について、まずは事務局から説明をお願いします。 
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〇佐藤学務課長 

（１）の市議会予定はございません。（２）業務予定につきましては、５月２９日

金曜日は市内中学校体育大会となっており、深川中学校はグラウンド、一已中学校

は陸上競技場での開催となります。 

３０日土曜日は深川小学校の運動会となっており、残りの学校につきましては６

月６日に運動会を開催する予定となっております。以上です。 

 

〇原田生涯学習スポーツ課長 

生涯学習スポーツ課は、５月１日に向陽館、リバーサイドパークゴルフ場の５コ

ースのうち２コースのオープンを予定しています。また、５月９日には家読応援ワ

ークショップと、市民公開講座「自家用野菜の栽培ポイント」を拓殖短期大学で予

定しています。以上です。 

 

○三浦教育長 

ただ今の説明についてのご質問、あるいは、その他で、委員のみなさまから何か

ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三浦教育長 

これをもちまして、本日提案された案件は全て終了いたしました。以上で令和８

年第４回深川市教育委員会定例会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

（閉会）午後２時２０分 

 

 

 

以上、会議の会議録に相違ありません。 

 

令和８年４月２７日 

 

 

教 育 長     三浦 浩二       

 

 

会議録署名委員    宮田 嘉明         

 

 

会議録調製者    富樫 彩       


